
 

平成31年 第1回 飯塚市議会定例会 追加議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

６７ 飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  ３ 

６８ 契約の締結(庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事)  ６ 
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議案第67号  

 

飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

平成31年3月6日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律(平成30年法律第66号)による災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48

年法律第82号)の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するもので

ある。 

 

 

飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年飯塚市条例第120号)の一部を次

のように改正する。 

第14条の見出し中「利率」の前に「保証人及び」を加え、同条中「災害援護資金

は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」を

加え、「3パーセント」を「1パーセント」に改め、同条を同条第2項とし、同項の前

に次の1項を加える。 

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

第14条に次の1項を加える。 

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。 

第15条第1項中「年賦償還」の次に「、半年賦償還又は月賦償還」を加え、同条第

3項中「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 
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(経過措置） 

2 この条例による改正後の飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15

条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯

の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害に

より被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお

従前の例による。 
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飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(保証人及び利率) (利率) 

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

る。 

 

 

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合

は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年

1パーセントとする。 

第14条 災害援護資金は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年3パーセントとする。 

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。 

 

(償還等) (償還等) 

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 第15条 災害援護資金は、年賦償還とする。 

2 (略) 2 (略) 

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、

令第8条から第11条までの規定によるものとする。 

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第1

3条第1項、令第8条から第12条までの規定によるものとする。 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。  

 (経過措置)  

2 この条例による改正後の飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第

15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災

害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、

なお従前の例による。 
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議案第68号  

 

契約の締結(庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事) 

 

 庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事について、次のように工

事請負契約を締結するものとする。 

 

平成31年3月6日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

1 工事名   庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事 

2 工事場所  飯塚市仁保地内 

3 契約金額  1,251,288,000円 

4 受注者   飯塚市潤野1133番地6 

九特興業株式会社 

代表取締役 新川 猛文 

5 契約の方法 随意契約 

 

 

提案理由 

 工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

第5号及び飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56

号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。 
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見 積 額 (B)

予 定 価 格 (A)

(1,158,600,000 円 税抜)

(1,161,637,000 円 税抜)

工 事 請 負 議 案 資 料

見積結果

工 事 名 庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事

工 期 本契約として認められた日から2020年3月31日まで

1,254,567,960 円 (うち消費税 92,930,960 円)

99.73　％

請 負 業 者 名

決 定 日 平成31年2月19日

円)

見積額(B)／予定価格(A)
( 小 数 点 第 3 位 以 下 切 捨 )

(うち消費税 92,688,000

九特興業株式会社

1,251,288,000 円
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工 事 概 要 

 

 

1 工事名  庄内温泉筑豊ハイツ再整備(本館解体・新施設建設)工事 

2 工期   本契約として認められた日から2020年3月31日まで 

3 工事概要 

(1) 建設工事 

①ホテル棟 1棟 

鉄骨造 2階建 延床面積 1,443.29㎡ 

②コテージ 5棟 

鉄骨造 2階建 延床面積 82.52㎡×5棟＝412.60㎡ 

③その他グランピング施設 

(テント、キャンピングカー) 

④外構・舗装・植栽 

 整備面積  11,699㎡ 

(2) 解体工事 

筑豊ハイツ本館 

鉄筋コンクリート造 6階建 延床面積 3,368㎡ 

 

建設工事 

外 部 仕 上 表 

ホ
テ
ル
棟 

外 壁 防火サイディング 

屋 根 シート防水＋外断熱工法 

建 具 アルミサッシ、スチールサッシ、ステンレスサッシ 

コ
テ
ー
ジ 

外 壁 杉板貼り 

屋 根 ガルバリウム鋼板 

建 具 アルミサッシ、スチールサッシ 

 

8



内 部 仕 上 表(主要居室) 

室  名 床 壁 天 井 

ホ
テ
ル
棟 

クローク ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

ラウンジ ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

小ホール ビニル床タイル貼 クロス貼 ビニルクロス貼 

多目的ホール 

(兼レストラン) 
ビニル床タイル貼 クロス貼 ビニルクロス貼 

厨房 防塵塗装塗布 
ケイカル板＋ 

磁器質タイル貼 
AEP塗装 

事務室 カーペットタイル 不燃クロス貼 不燃クロス貼 

スタッフ休憩室 ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

更衣室 ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

客室 ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 不燃クロス貼 

コインランドリー ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

リネン庫 ビニル床タイル貼 不燃クロス貼 ビニルクロス貼 

コ
テ
ー
ジ 

洗面室 ビニル床タイル貼 ビニルクロス貼 ビニルクロス貼 

インナーバルコニー 樹脂製デッキ材 ケイカル板 鉄骨表し 

寝室 ビニル床タイル貼 ケイカル板 鉄骨表し 
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付近見取図

建築場所
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